
2024 年 4 月からは労働条件のルールが変更されます。

今回の改正で追加される明示事項は以下の通りです。

① 就業場所と担当業務の変更範囲の明示

② 有期契約の更新上限の明示。具体的な期間や回数が必要です。

③ 有期契約労働者から無期転換を希望する権利が生じた場合、次の更新のタイミングで無

期転換が申し込む旨を明示する必要があります。

④ 無期転換後の労働条件の明示。労働条件が変更となる場合は、別途書面で提示が必要です。

厚生労働省リーフレット：https://www.mhlw.go.jp/content/001114167.pdf

●詳細は以下の URL をご覧ください（厚生労働省ＨＰ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html

＊リーフレットやパンフレットの掲載あり
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